
防災の日 
重症患者広域搬送訓練ヘ参加 

ヘリコプターに模擬患者を搬送 
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てらだ　　　 ひろふみ 

　入院患者さまに静かな環境をご提供できる

よう面会時間を厳密にしています。面会時間

外の面会は、ご遠慮ください。 

　また、特別な許可のある方には、許可証の

着用をお願いしていますが、許可証の着用の

ない方には職員がお声をかけさせていただき

ますので、ご理解ください。 

基本理念 

患者さまの人権を尊重し、 

　　　　　　心の通った医療を実践することで、 

　　地域から信頼される病院を目指します。 

治療に適した環境づくりのため、禁煙と 

させていただきます。ご協力ください。 

病院敷地内を全面禁煙 
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平　　日　　午後2時～午後8時 

土・日曜日　午前10時～午後8時 
祝祭日 

　健康でいることは、幸せでいること。 

　ちょっと気になる体のことを、気になると

ころだけ検査ができます。 

　また生活習慣病の早期発見を目的とした健

康診断・人間ドックに、プラスして検査もで

きます。 

　☆動脈硬化コース　　　　￥  2,982 

　☆前立腺コース　　　　　￥  2,570 

　☆消化性潰瘍コース　　　￥  1,814 

　☆消化器精密コース　　　￥16,514 

　☆肝機能コース　　　　　￥  7,198 

　☆胸部精密コース　　　　￥10,752 

　☆白内障・緑内障コース　￥  4,116 

　☆骨密度コース　　　　　￥  3,024 

　☆アレルギーコース　￥6,350～￥11,390 

 

　検査のくわしい内容などは、健診・ドック

室へお問い合わせください。 
（料金については健康保険が適用できませんのでご

承知おきください） 

問い合わせ先　蕁0538-85-2389　 



　患者さまが病院選びの基準として、最近よく聞かれるように

なったのが「病院機能評価」・「機能評価認定病院」という言

葉です。 

　「病院機能評価」は、財団法人日本医療機能評価機構という

第三者機関が全国の病院を共通のものさしで、療養環境や診療

の質の確保などを調査・評価し認定書を発行するものです。 

　この「病院機能評価」は、医療版のＩＳＯ（品質管理の国際

標準）とも言えるもので、病院が患者さまへの良い医療の提供

する、患者さまが安心して受けられる医療を考えるとき、一般

的なものになっています。今年8月の時点で全国約1400もの病院

が認定を受けています。 

　当院も業務の明確化と合理的な改善、安全性の確立、情報公開制度の確立、インフォームドコンセン

トの理解と徹底を行い、医療の質と効率化の向上・患者さまサービスの向上につながると考え「病院機

能評価」を受審することにしました。 

　評価項目は　領域１　病院組織の運営と地域における役割 

　　　　　　　領域２　患者の権利と安全の確保 

　　　　　　　領域３　療養環境と患者サービス 

　　　　　　　領域４　診療の質の確保 

　　　　　　　領域５　看護の適切な提供 

　　　　　　　領域６　病院運営管理の合理性　　　　 

　以上６領域合計577項目あります。院内に機能評価プロジェクト委員会を設置してそのメンバーが中心

になって改善すべき業務の見直し、マニュアルの整備、施設の整備などを一項目一項目検証してきまし

た。それが書面審査調査票をとなり、その調査票に基づいて11月の訪問調査を受けることになります。 

　この「病院機能評価」を受審し、認定を受けることが今年度の目標にかかげています。認定に向けて

職員一丸となって目標を達成したいと思います。 

　県内各地で開催された総合防災訓練で、医療機

関も被災したことを想定して被災患者をヘリコプ

ターで搬送する訓練に当院も参加しました。 

　大規模地震が発生すると医療機関が通常の診療

ができなくなる反面、短時間に多数の方々がケガ

や病気になり、診療・治療を必要とするようにな

ります。そこで医師のよる「トリアージ」（病気

やケガの緊急度や重症度を判定すること）が行わ

れ、重症・中等症・軽症・死亡に分類されたのち、

高度の治療が必要とされた重症患者は、国が定

める地震の被害のない後方支援病院へと搬送され

ます。 

　当日、建物の下敷きとなった重症の模擬患者

は、医師・看護師に付き添われ、太田川の親水公園

から自衛隊のヘリコプターで航空自衛隊浜松基地

を経由して埼玉県に向かい、訓練を終えました。 

重症患者広域搬送訓練に参加 
 

9月1日は
防災の日

 

　保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を

支払うだけで診療をお受けになれます。残りの医

療費は1ヶ月単位で保険組合に請求しています。 

　保険証は保険の加入者であることを証明する大

切なものです。保険証がなければ、 

かかった医療費の全額を自己負担で 

お支払いただくようになります。 

話し合いをするスタッフ 


